
コピー用紙／トイレットペーパーの芯／はがき・封筒

包装紙・紙袋／パンフレット／お菓子や食品などの紙箱 など

マーク付きの紙製品のみ （一部対象外あり）

回収物の質の向上で、リサイクル率・収益率アップにご協力を！
回収対象物か迷ったときは自身で判断せず、下記にお問い合わせいただくか、燃えるごみなどに

分別して出してください。

回収している紙製品の一例

※ティッシュ箱の取り出し口のビニールや、窓付き封筒のフィルムなど、紙以外の

付属物は取り除くこと。

問い合わせ： 丹波篠山市役所 市民衛生課 ☎552-1111（代表） ／ 清掃センター ☎596-0844

丹波篠山市

✖回収していない紙製品の一例 （紙マーク付きでも回収できません）

〇

写真印刷紙、汚れやにおいがあるもの、

アルミやフィルムなどで防水加工された紙、

新聞紙・雑誌・段ボール （ここではなく資源ごみ回収等に出してください）


